
最長５年間で最大72万円助成金を支給
問合せ先・申請先 : 余市町総合政策部政策推進課

TEL : (0135)21-2117  e-Mail : s.cyousei@town.yoichi.hokkaido.jp
＊国及び地方公共団体の職員は対象外となります＊

余市町奨学金返還支援事業

余市町

奨学金返還
支援事業

令和６年度

の お知らせ

余市町で暮らす若者を応援します

余市町では、若者の
定住・就業を促進するため
高校・専門学校・大学等の
在学中に借りた奨学金
返還を支援します

30才まで

申請できます ６月１日～
   ７月末日

申請期間

前年度の返還額と居住期間に
応じて支給額が決定されます

詳細情報はコチラ

奨学金返還支援

申請から支給までの流れ

4月～3月 6月1日～7月末日 10月～

前年度 本年度

申請期間

＊前年度の3月1日までに町に転入している必要があります。

奨学金返還 支給開始




